
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
、
市

が
策
定
す
る
基
本
的
な
計
画
や
、

市
民
生
活
に
か
か
わ
り
の
深
い
条

例
な
ど
を
素
案
の
段
階
で
公
表

し
、
広
く
意
見
を
求
め
る
制
度
で

す
。
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
計
画
に
対
す
る
お
考
え
を
お

聞
き
し
、
計
画
づ
く
り
の
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
３

つ
の
計
画
案
の
ご
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

①
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
６

期
介
護
保
険
事
業
計
画

（
案
）

②
韮
崎
市
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画（
案
）

③
第
４
次
韮
崎
市
障
が
い
者

ふ
れ
あ
い
計
画
・
第
４
期

障
が
い
福
祉
計
画（
案
）

◇
閲
覧
・
意
見
書
提
出
期
間

　

１
月
16
日
（
金
）
～

　

２
月
13
日
（
金
）

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
窓
口
で
の
閲
覧
及
び
提
出
は

土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く

※
郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効

※
市
政
に
対
す
る
「
苦
情
の
申
し

立
て
」
や
そ
の
案
に
対
す
る
賛

否
を
問
う
「
住
民
投
票
」
と
は

異
な
り
ま
す
。

◇
計
画
（
案
）
公
表
場
所

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

＊
庁
舎
１
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

＊
福
祉
課
窓
口

◇
提
出
方
法

　

書
式
は
任
意
で
す
が
、
住
所
、

氏
名
、連
絡
先
を
ご
記
入
の
う
え
、

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
、

ま
た
は
福
祉
課
窓
口
に
直
接
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先

　

〒
４
０
７

−

８
５
０
１

　

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
３
番
１
号

　

福
祉
課

　
（
内
線
１
７
３
～
１
８
５
）

fukushi@
city.nirasaki.lg.jp

２
３

−

０
２
４
９

下
水
道
排
水
区
域
の 

見
直
し
に
関
す
る 

都
市
計
画（
案
）の
縦
覧

　

市
で
は
、
下
水
道
排
水
区
域
の

見
直
し
に
伴
う
都
市
計
画
の
変
更

を
予
定
し
て
お
り
、
次
の
と
お
り

計
画
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　

市
内
に
住
所
の
あ
る
方
、
も
し

く
は
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、
計

画
案
に
つ
い
て
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
意
見

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
意
見
書
の
書
式
は
、
建
設
課
都

市
計
画
担
当
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
取
得
で
き
ま
す
が
、
こ

れ
以
外
の
様
式
で
提
出
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。

◇
縦
覧
及
び
意
見
書
提
出
期
間

　

１
月
13
日
（
火
）
～

　

１
月
30
日
（
金
）

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
窓
口
で
の
縦
覧
及
び
提
出
は

土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く

◇
縦
覧
場
所

　

建
設
課
都
市
計
画
担
当
窓
口

◇
意
見
書
の
提
出
方
法

　

意
見
書
に
住
所
、
氏
名
、
連
絡

先
を
ご
記
入
の
う
え
、
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
、
ま
た
は
建

設
課
窓
口
に
直
接
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先

　

建
設
課
都
市
計
画
担
当

　

〒
４
０
７

−

８
５
０
１

　

韮
崎
市
水
神
１

−

３

−

１

　

建
設
課
都
市
計
画
担
当

　
（
内
線
２
５
０・
２
５
１
）

kensetsu@
city.nirasaki. 

lg.jp２
３

−

１
２
１
５

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
、
県
内
の

小
中
学
校
（
特
別
支
援
学
校
の
小

学
部
・
中
学
部
を
含
む
）
へ
入
進

学
す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
（
父

母
の
い
な
い
児
童
の
養
育
者
を
含

む
）
の
方
で
、
次
の
要
件
に
当
て

は
ま
る
場
合
は
、
県
と
市
か
ら
入

進
学
の
支
度
金
・
祝
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

申
請
書
は
市
福
祉
課
窓
口
で
用

意
し
て
い
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

山
梨
県
ひ
と
り
親
家
庭

小
中
学
校
入
進
学
支
度
金

　

児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

■
支
給
要
件

①
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
、
県

内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

②
平
成
26
年
度
（
平
成
25
年
分
）

の
所
得
税
が
非
課
税
世
帯
で
あ

る
こ
と

③
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な
い

こ
と

■
申
請
期
限　
１
月
30
日
（
金
）

■
必
要
書
類
等

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者
証

・
印
鑑

・
申
請
者
（
保
護
者
）
の
通
帳

※
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者

証
（
写
）
が
無
い
場
合
は
、
住

民
票
謄
本
・
扶
養
義
務
者
全
員

の
平
成
26
年
度
所
得
課
税
証
明

書
が
必
要
で
す
。

韮
崎
市
母
子
・
父
子
世
帯

等
小
中
学
校
入
進
学
祝
金

　

児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

■
支
給
要
件

　

平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、　

　

韮
崎
市
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

■
支
給
方
法

　

４
月
末
日
ま
で
に
保
護
者
の
口

　

座
へ
振
込

■
申
請
期
限　
３
月
31
日
（
火
）

■
必
要
書
類
等

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者
証

・
印
鑑

・
申
請
者
（
保
護
者
）
の
通
帳

※
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た

方
は
、
前
住
所
地
の
所
得
課
税

証
明
書
が
必
要
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当

　
（
内
線
１
７
５
）

お
寄
せ
く
だ
さ
い 

皆
さ
ん
の
声

住
み
よ
い
街
づ
く
り
の
た
め
に

小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
制
度
の
ご
案
内

ひ
と
り
親
家
庭
の
皆
さ
ん
へ
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